
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画）  

「竹田市地域包括ケア計画」  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

竹 田 市 
 

長 寿 い き い き プ ラ ン 

概 要 版 



  

2 

 

 

竹田市では団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年には、高齢化率が 50.7％となり、

ほぼ２人に１人が高齢者となる状況です。また、75 歳以上の後期高齢者の割合が増

加し、増大する介護･医療のニーズや課題に対応するため竹田市ならではの地域包括

ケアシステムの構築を進めていきます。  

竹田市の第８期高齢者福祉計画･介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）  

（以下「第８期計画」という）では、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることができる「地域包括ケアシステムの構築」を更に

深化、拡充し、高齢者のみならず障がい者や子育て世帯などのすべての市民･関係者が

住みなれた地域について「我が事」と捉え、関わり、支えあい、「丸ごと」受け止める

「地域共生社会」の実現を目指すために具体的な取り組みを示すものです。  

計画は、３年毎の「地域との協働のための交換日記」とし、相互理解と交流を深め、

地域づくりに取り組むこととしました。  

 

 

  

社会福祉
協議会

ささえ愛
推進員

地域包括支援
センター

ケアマネほか

第２層協議体

住民主体組織

・地域の住民が主体となって、いつまでも安心して暮らせるよう話
し合い、地域の支え合いについて考える場

・多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携・協働による取り組み
・その成功事例を、それぞれの関係部署へつなぐ場
・地域ケア会議との連携、課題解決に向けた取り組みへつなぐ

地域住民

活動実践者

医療・介護
関係事業所

専門職

高齢者福祉課
社会福祉課
保険健康課等

行政関係部署

・住民、企業、専門職など広く参加を呼びかける
・構成メンバーは固定化せず、議題に応じて柔軟な参集を心掛ける
・役職にとらわれず、その所属から推薦を受けた担い手が望ましい

地域みんなでささえ愛

竹
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あなたの地域の
御用聞きです

ささえ愛推進員

日常生活圏域・・・１７地区を単位に

携
連

竹 田 市 全 域 に １ つ

第１層協議体
「竹田市ささえ愛ネット」

第２層協議体

携
連

各地区の担当ささえ愛推進員と、地域づくりチームで一緒に考えていきます

第１章 計画の概要 



  

3 

第 ２ 章  現 状 と 将 来 推 計 ・ 第 ３ 章  地 区 の 現 状 と 資 源  
１ ．  サ ー ビ ス 利 用 者 側 の 状 況  

 

 

人口構造と高齢者の状況  

【総人口・高齢化率の推計】  

竹 田 市 の 総 人 口 は 、 2025 年 に は

18,358 人となり、2020 年の 20,346

人と比較して 9.8％減少、さらに 2040

年には 13,092 人となる見込みです。一

方、高齢化率は増加を続け、2025 年には

50.7％となり、2040 年には 51.8％と

なる見込みです。75 歳以上の後期高齢者

の割合は、2025 年に 31.9％、2040 年

には 37.8％となる見込みです。  

一方で生産年齢人口（15 歳～64 歳）

が大きく減少するため、介護や社会の担

い手などの人材確保が大きな課題となっ

ています。  

 

【世帯の状況】  

2005 年から 2015 年にかけて、高齢

者のいる世帯数は、総世帯数の減少に伴

い、その割合が高く、2015 年には 66.9%

に 達 し ま し た 。 高 齢 者 単 身 世 帯 数 も

15.3%から 19.1%に急増し、高齢者夫婦

世帯よりも増加しています。支援を要す

る状況が見られます。  

 

【認知症高齢者の状況】  

認知症高齢者の数は、約 2,000 人程度

で、近年、やや増加傾向にあります。竹田

市全体の人口が減少するため、その割合

は徐々に増加し、2025 年には 22.6％に

達すると予想されます。早期発見・早期対

応により、地域で暮らせる支援が必要で

す。  

  

第２章 現状と将来設計・第３章 地区の現状と資源 
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【要介護・要支援認定者数の推計】  

要介護及び要支援認定者は、2025 年

には 1,908 人となり、2020 年の 1,914

人から微減し、2040 年には 1,758 人ま

で減少する見込みです。認定者に占める

中重度者（要介護２～要介護５）の割合

2025 年度に 55.6％、2040 年度には

56.1%と、中重度の割合が増加すること

が見込まれます。  

 

【事業対象者の主要疾患別割合】  

事業対象者の主要疾患の約６割が廃用

症候群です。これは、安静状態が長期に渡

って続く事によって起こる様々な心身の

機能低下等で、主に関節疾患や骨折・転倒

に起因することが多く見られます。  

出典：令和元年（2019 年）度介護予防ケアマネジ

メント実施状況調査  

 

 

【要介護のリスクや社会参加の市町村間比較表】  

 指標名  
竹田市  

（％）  
順位  

回答者数

（ｎ数）  
中央値  最小値  最大値  

要

介

護

リ

ス

ク  

運動機能低下者割合  10.9 53 2,408 9.0 5.0 16.2 

１年間の転倒ありの割合  30.9 52 2,379 25.1 21.2 35.4 

閉じこもり者割合  6.0 43 2,397 4.7 2.1 15.5 

うつ割合（ニーズ調査）  13.4 29 2,146 13.5 9.5 17.4 

残歯数 19 本以下の者の

割合  
60.2 48 2,253 48.4 35.7 76.4 

物忘れが多い者の割合  36.5 6 2,363 40.2 35.1 50.6 

要支援・要介護リスク得

点の平均点  
14.8 40 2,442 14.4 12.8 18.5 

社

会

参

加  

スポーツの会参加者  

（月 1 回以上）割合  
21.6 46 1,828 25.0 6.1 35.8 

趣味の会参加者  

（月 1 回以上）割合  
27.5 44 1,845 30.3 12.6 42.6 

ボランティア参加者  

（月 1 回以上）割合  
15.5 13 1,826 13.8 6.7 20.2 

竹田市の要介護状態でない 65 歳以上の高齢者を対象に「介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査」実施し、結果からその要介護リスクを計算し、全国 80 市町村と比較し

た表です。各地域の状況を見える化し、地域活動の支援に活用します。  

  

809 865 876 868 862 857 848 771 

1,055 1,028 1,038 1,042 1,048 1,053 1,060 987 
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中重度（要介護2～要介護5）

軽度（要支援1～要介護1）

要介護認定率

（人）
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13.4%

17.9%

6.0%

10.4%

21.6%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

関節疾患

骨折・転倒

その他

脳血管性疾患

認知症

その他

不明

廃用症候群

計 61.2%

N=134
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【ニーズ調査から（看取りについて）】 

「人生の最期を迎えたい場所」の問い

では、「病院」、「自宅」がともに 28.0%で

最も高くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 ４ 章  基 本 理 念 ・ 第 ５ 章  地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 構 築 の た め の 重 点 的 な 取 り 組 み

 

 

第８期計画では、さらに医療・介護・予防・住まい及び生活支援が一体的に提供さ

れる『地域包括ケアシステム』を推進・深化し、高齢者が住みなれた竹田市で安心し

て暮らせる地域丸ごとの共生社会をめざします  

 

  

第４章 基本理念・第５章 地域包括ケアシステム 

構築のための重点的な取り組み 

基本理念：安らぎと安心に満ちた支えあうくらしづくり  

病院, 28.0%

自宅（子供など

家族宅も含

む）, 28.0%
わからない, 

24.5%

無回答, 6.6%

ホスピス・緩和

ケア病棟, 5.7%

老人ホームなどの

福祉施設, 5.3%

高齢者向けのケア

付き集合住宅, 1.9%

N=318

出典：＜地域包括ケア研究会＞地域包括

ケアシステムと地域マネジメン

ト（平成 27 年度厚生労働省老人

保健健康増進等事業「地域包括ケ

アシステム構築に向けた制度及

びサービスのあり方に関する研

究事業」、平成 28 年（2016 年）） 
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◎重点目標の設定  
本計画では、基本理念をめざして、以下の重点目標を設定し、これまでの取り組み

に加え、より具体的かつ実効性の高い施策を実施していきます。  

 

 

高齢者の身近な通いの場への参加や、地域社会における積極的な参加を推進し、地

域の担い手として活躍できるしくみの拡充を図り、高齢者の生きがいや介護予防、健

康づくりを推進し「閉じこもり」や「転倒」予防に取り組みながら健康長寿につなげ

ます。  

 

 

在宅で暮らし続けられるよう、増大する介護や医療ニーズに対し、安心なサービス

を提供するため、本人・家族・地域や介護と医療・福祉等多職種連携を深めるともに、

在宅医療・福祉の体制づくりを推進します。また、人生の最期を希望する場所で迎え

られるよう看取りについての理解と支援体制の充実に取り組みます。  

 

 

各地域での支え合いや地域課題の解決に向けた取り組みを推進し、共生社会の実現

に向けた地域づくりをめざします。  

 

今後は、第８期計画を竹田市と地域との相互理解を深めていく『交換日記』と位置

づけ、地域共生社会の実現に向けた包括的な地域づくりのため、ＰＤＣＡ（Plan 計画

/Do 実施/Check 評価 /Action 改善）サイクルのしくみを確立していきます。具体的

には地区において以下を想定しています。  

 

 

 

  

重点目標１：自立支援・介護予防を推進し、重度化を防止する  

重点目標２：在宅で安心できる介護・福祉の提供体制を推進する 

重点目標３：地域生活を支える協働による地域づくり 

（１）過去３年間の振り返りと課題の把握  

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を行い、当該地区で高

い要介護リスク者の把握とその要因を検討  

（３）上記２点を踏まえた施策（事業計画）と活動の見直し  



  

7 

第 ６ 章  事 業 の 振 り 返 り と 目 標 設 定  

 

 

高齢者福祉事業及び介護保険事業については、第７期計画の振り返りと第８期計画

の目標を設定し、取り組みを推進していきます。  

 

＊共生社会の実現に向け、｢よっちはなそう会｣など住民交流の場や地域ネットワ

ークづくりに取り組むとともに関係部署間の｢新しい地域ささえ愛推進会議｣を

充実し、地域包括ケアシステムの構築を図ります。  

＊地域包括支援センターの体制整備や機能の充実を図ります。  

 

＊温泉等の地域資源を活用した健康づくりを積極的に推進し、食生活、運動、適正

飲酒、禁煙、歯科口腔保健、心の健康等生活習慣病の予防に努めます。  

＊生きがいづくりとして老人クラブの活動を支援し、高齢者大学や豊の国ねんりん

ピックへの参加を推進します。  

【定期的に運動している人の増加（健康づくり計画の指標から 20 歳以上の市民）】 

項  目 平成 28 年（2016） 令和 4 年（2022） 

運動している人の割合 39.7% 50.0% 

 

＊介護予防・生活支援サービス事業の拡充を図り、自立支援・重度化防止に取り組

みます。  

＊介護予防の普及・啓発に努め、リハビリテーションに関する専門職と連携し、介

護予防ボランティアの育成や住民による介護予防活動の支援を強化推進します。

【住民主体の介護予防拠点数】  

項  目 

実  績 見 込 み 

平成 30 年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和 2 年 

（2020） 

令和 3 年 

（2021） 

令和 4 年 

（2022） 

令和 5 年 

（2023） 

住民全体の介護予防拠

点数（所） 
143 144 160 160 160 160 

週 1 回の体操を 

実施する拠点数 
10 13 15 20 25 30 

 

 

第６章 事業の振り返りと目標設定 

１  地域包括ケア推進に向けた事業  

2 健康づくり・生きがいづくり事業  

３  介護予防・日常生活支援総合事業  
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＊認知症地域支援推進員と認知症初期集中支援チームが連携し認知症の早期診断

や早期対応に努めます。  

＊いきいき脳活教室の開催など認知症予防を推進します。  

＊キャラバン・メイトの組織の充実を図り、認知症サポーター養成講座を開催し、

普及・啓発に努めます。  

＊認知症高齢者などの見守り活動の支援や多職種ネットワーク充実に努めます。  

【認知症サポーター数及びキャラバン・メイト数】  

項  目 

実  績 見 込 み 

平成 30 年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和 2 年 

（2020） 

令和 3 年 

（2021） 

令和 4 年 

（2022） 

令和 5 年 

（2023） 

認知症サポーター数 2,113 人 2,732 人 2,750 人 2,800 人 2,900 人 3,000 人 

キャラバン・メイト数 148 人 156 人 160 人 160 人 165 人 170 人 

 

＊地域の資源を把握し、課題の抽出と対応策を検討します。  

＊切れ目のない在宅医療と介護の提供体制づくりを推進します。  

＊在宅医療・介護連携の相談窓口を設置し、関係者の情報共有を図り、研修会等を

開催します。  

【研修会の開催回数と参加者数】  

項   目  

実   績  見  込  み  

平成 30 年  

（2018）  

令和元年  

（2019）  

令和 2 年  

（2020）  

令和 3 年  

（2021）  

令和 4 年  

（2022）  

令和 5 年  

（2023）  

市民を対

象とした  

研修会  

開催

数  
1 回  1 回  0 回  1 回  1 回  1 回  

参加  

人数  
300 人  74 人  0 人  200 人  200 人  200 人  

    

＊生活支援コーディネーターを配置し、協議体のネットワーク機能の充実を図るこ

とで、生活の支援の仕組みや必要な介護予防の取り組みの創出を図ります。

 

＊高齢者の見守り体制の整備として、緊急通報装置の設置や救急あんしんポットの

活用、配食サービス事業を推進します。  

＊敬老事業、はり・灸・あん摩など施術費助成事業を推進します。  

＊高齢者虐待防止の普及・啓発や成年後見制度の利用促進に努めます。  

 

４  認知症対策の推進  

５  在宅医療と介護の連携  

６  生活支援体制の整備  

７  高齢者支援・福祉事業  
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＊高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができる住まい・住環境

づくりの支援を継続して行います。  

 

＊災害時要援護者などの避難支援体制づくりを推進します。  

＊高齢運転者の交通安全意識の啓発に努めます。  

＊高齢者施設等における感染症防止対策および発生時の人材確保を、県と連携し行

っていきます。  

 

＊高齢者のニーズに合った介護保険サービスの安定性・持続可能性の確保や幅広い

世代が就労につながるような支援を行い、介護人材の確保に努めます。  

＊サービスの質の確保及び向上のため介護給付の適正化や研修会の充実に努め、指

定事業所の監督、指導を行います。  

 

  

＊毎年度、重点事業の進捗状況を確認し、評価分析や課題の抽出を行い、施策の見

直しや改善を行い、市公式ホームページにおいて公表します。  

 
第 ７ 章  介 護 サ ー ビ ス 量 の 見 込 み と 目 標 値  

 
 

【施設・居住・在宅サービスの費用額】 

給付費をみると、施設サービス費が

40.7%を占め、在宅サービス費の割合が

低下しています。  

  

８  住まいの確保と施設整備  

９  防災・交通安全事業  

10 介護保険事業  

11 計画の評価・推進事業  

第７章 介護サービス量の見込みと目標値 

967 994 1,045 1,225 1,256 1,300 

233 231 272 
263 263 263 

1,380 1,429 1,385 
1,508 1,508 1,626 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度年
間
介
護
諸
費
用
額
（百
万
円
）

施設サービス 居住系サービス 在宅サービス
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１．介護サービス費の見込み  

（１）標準給付費の見込み  

 

（２）地域支援事業費の推移   

 

２．介護保険の財源と保険料  
介護保険の財源は、半分が国・県・市によって公費負担され、残りの半分は被保険

者が納める保険料で構成されています。保険料のうち、６５歳以上の第１号被保険者

と４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者が納める負担割合は全国ベースの人口比率

によって定められ、第１号被保険者の負担割合は２３％となっています。  

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和7年度 令和22年度

（2021年度） （2022年度） （2023年度） （2025年度） （2040年度）

総給付費

（A）
3,020,046,000 3,051,252,000 3,217,569,000 9,288,867,000 3,239,486,000 3,045,790,000

特定入所者

介護サービ

ス費（B）

155,208,941 145,661,279 145,810,554 446,680,774 146,500,537 134,915,010

高額介護

サービス費

（C）

81,457,870 81,186,805 81,186,805 243,831,480 81,186,805 81,186,805

高額医療合

算介護サー

ビス費（D）

12,500,000 12,500,000 12,500,000 37,500,000 12,500,000 12,500,000

審査支払手

数料（E）
2,825,246 2,820,806 2,825,246 8,471,298 2,837,086 2,612,718

　審査支払

手数料支払

件数

38,179 38,119 38,179 114,477 38,339 35,307

標準給付費

見込額（F）
3,272,038,057 3,293,420,890 3,459,891,605 10,025,350,552 3,482,510,428 3,277,004,533

合計

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和7年度 令和22年度

（2021年度） （2022年度） （2023年度） （2025年度） （2040年度）

地 域 支 援 事 業 費
（G=H+I）

287,208,000 287,208,000 287,208,000 861,624,000 249,233,567 206,297,887

介護予防・日常生活
支援総合事業（H）

158,020,000 158,020,000 158,020,000 474,060,000 145,631,871 117,713,678

包括的支援・任意事

業費（I）
129,188,000 129,188,000 129,188,000 387,564,000 103,601,696 88,584,209

合計

国, 25.0%

県, 12.5%

市, 12.5%

第2号被保

険者, 27.0%

第1号被保

険者, 23.0%

標準給付費及び介護予防・

日常生活支援総合事業の財源構成

国, 38.5%

県, 19.25％

市, 19.25%

第1号被保

険者, 23.0%

※第2号被保険者は負担せず、その分を公費で賄う

包括的支援事業・任意事業の財源構成

（単位：円）  

（単位：円）  
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また、今後の更なる高齢化に伴い、介護保険制度を安定的に運営していくため、以

下のように保険料を設定しました。保険料の所得段階については、所得水準に応じ国

の標準の所得が第７期と同様に 9 段階に設定されています。  

（１）保険料収納必要額の算出  

【保険料収納必要額算出の流れ】  

 P 保険料収納必要額  ＝  H 第１号被保険者負担分相当額  

     ＋   I 調整交付金相当額  

     －  J 調整交付金見込額  

     ＋  K 財政安定化基金拠出金見込額  

     ＋  L 財政安定化基金償還金  

     －  M 準備基金取崩額  

     －  N 交付金等交付見込額  

     ＋  O 市町村特別給付費等  

保険料収納必要額  

 

第１号被保険者介護保険料基準額  

保険料収納必要額  1,688,758,675 円  

予定保険料収納率  98.5％  

所得段階別加入割合補正後第 1 号被保険者数  25,977 人  

年額保険料  66,000 円  

※参考  2025 年度年額保険料  72,000 円  

※参考  2040 年度年額保険料  96,000 円  

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和7年度 令和22年度

（2021年度） （2022年度） （2023年度） （2025年度） （2040年度）

標準給付見込額（F） 3,272,038,057 3,293,420,890 3,459,891,605 10,025,350,552 3,482,510,428 3,277,004,533

地域支援事業費（G） 287,208,000 287,208,000 287,208,000 861,624,000 249,233,567 206,297,887

第 1号被保険者負担分相当額
（H=(F+G)×23%）

818,626,593 823,544,645 861,832,909 2,504,004,147 873,228,095 933,525,049

調整交付金相当額（I） 171,502,903 172,572,045 180,895,580 524,970,528 181,407,115 169,735,911

調整交付金見込額（J） 415,037,000 408,651,000 419,678,000 1,243,366,000 423,041,000 501,060,000

財政安定化基金拠出金見込額
（K）

0

財政安定化基金償還金（L） 0 0 0 0 0 0

準備基金取崩額（M） 66,850,000 38,860,000 25,450,000

交付金等交付見込額（N） 0 0 0 30,000,000 10,000,000 10,000,000

市町村特別給付費等（O） 0 0 0 0 0 0

保険料収納必要額（P） 1,688,758,675 582,734,210 566,750,959

合計

（単位：円）  
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（２）介護保険料の弾力化に伴う所得段階別負担割合と保険料  

第８期の保険料は第７期と同様に９段階の所得段階別割合を設定します。その結果、

第８期の第１号被保険者の介護保険料基準月額は第７期と同様に 5,500 円となりま

す。  

第１号被保険者の所得段階別保険料  

介護保険料所得段階  保険料率  
保険料  

月額（円）  年額（円）  

本
人
が
市
民
税
非
課
税 

世
帯
全
員
住
民
税
非
課
税 

【第１段階】  

生活保護受給者 /老齢福祉年金受給者  

前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円以下  

0.50 

（0.30）  

2,750 

（1,650）  

33,000 

（19,800）  

【第２段階】  

前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円超 120 万円以下  

0.75 

（0.50）  

4,125 

（2,750）  

49,500 

(33,000) 

【第３段階】  

前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 120 万円を超える  

0.75 

（0.70）  

4,125 

（3,850）  

49,500 

（46,200）  

世
帯
課
税 

【第４段階】  

前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円以下  

0.90 4,950 59,400 

【第５段階（基準額）】  

前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円を超える  

1.00 5,500 66,000           

本
人
が
市
民
税
課
税 

【第６段階】  

本人の合計所得金額が 120 万円未満  
1.20 6,600 79,200 

【第７段階】  

本人の合計所得金額が 120 万円以上 210 万

円未満  

1.30 7,150 85,800 

【第８段階】  

本人の合計所得金額が 210 万円以上 320 万

円未満  

1.50 8,250 99,000 

【第９段階】  

本人の合計所得金額が 320 万円以上  
1.70 9,350 112,200 

※第 1 段階から第３段階の（  ）の内は公費負担による軽減後のもの  
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